
平成31年度
【事後評価】

会計 款

目的

対象

成果指標

活動指標

項

意図

目 事業コード 事業名

事業
概要

市民参画の
有無

市民協働の形態 共催 後援・協賛

日常生活の悩みや問題を抱える、または抱えた市民

市民の日常生活上のトラブルや困りごとを解消するため、消費生活相談員を設置し解決のためのあっせん
や助言を行うとともに、消費者トラブル防止のため、出前講座などの消費者教育を行う。

消費生活相談員の設置

事務事業評価シート
成果指標の達成度の要因分析（成果指標を設定しない場合は、その理由を記載）

公共関与の妥当性

成果の向上余地

事業費・人件費の削減余地

受益と負担の適正化余地

目
的
妥
当
性

有
効
性

効
率
性

公
平
性

総
合
評
価

今
年
度
の
振
り
返
り

次
年
度
に
向
け
て

総合
計画

分野 政策

施策

実行委員会・協議会 補助・助成 委託事業協力・協定
単位

計画

H31H30 R02

事務事業評価シート消費生活相談体制整備事業費

区分

実績

実績

計画

実績

計画

実績

目標

実績

目標

実績

目標

区分単位

1

2

3

1

2

3

成果指標の達成度 目標値より高い 概ね目標値どおり 目標値より低い

01 02 01 11 124450 消費生活相談体制整備事業費

暮らし 日常生活の安全確保

生活相談の充実

消費者トラブル相談に対しあっせんや助言を実施するとともに、悪質商法等の啓発活動を行うことにより
、トラブルの未然防止を図る

○消費生活相談 9,056千円
日常生活上のトラブル等の解決を支援する相談員の設置 4人
多様化している相談に対応するための相談員のスキル向上

○日常生活でのトラブル防止に向けた意識啓発 453千円
市民団体の要請に応じ出前講座を実施
市ホームページ、コミュニティＦＭ等を活用した啓発

○消費者行政団体と連携 20千円
東北及び県内市部の消費者行政団体の連携を目的とした協議会（2団体）への参加

無し

02 04

01

H30 H31 R02

人
5.00 4.00

4.004.00

8.0010.00

9.008.00

35.0035.00

11.0016.00

消費生活相談員の研修受講回数（国民生活センター主催研修
等） 回

出前講座の回数
回

出前講座の受講者数
人

消費生活相談員による相談件数
件

1,140.00

1,053.00

700.00

533.00

1,100.00

1,072.00

700.00

1,393.00

○

市民が日常生活を送る中で発生する悩みや諸問題に対して広く門戸を開き、消費生活相談員によるあっせんや助
言により市民各々の問題解決へ道筋を見出すことができた。
消費者トラブルに遭わないように注意している市民の相談や啓発活動の推進により、相談件数や出前講座の受講
者数が増加した。

○ 妥当である
見直し余地がある
妥当でない

向上余地がある○
向上余地がない

事業費の削減余地がある
人件費の削減余地がある

○ どちらも削減余地がない

受益機会の見直し余地がある
費用負担の見直し余地がある

○ 適正である

市民が日常生活の悩みや問題を解決するにあたり、行政としてその支援を
する必要性及び、消費者トラブル防止のため、行政として啓発活動を持続
する必要性がある。

あっせんや助言を行うことにより、市民が抱える日常生活の悩みや問題の
解決の糸口を見出すことができ、また、出前講座等においての啓発活動を
実施することにより、消費者トラブルの未然防止が期待される。

本事業費は、相談体制の根幹をなす消費生活相談員の人件費を主としてい
ることから、削減の余地はない。

相談会及び出前講座等の対象者は全ての市民であり、受益の機会は均等で
ある。また、相談者に負担額はなく費用負担の見直しの余地はない。

消費生活相談員4人を配置し、寄せられた相談に対しあっせんや助言を行うことで、契約トラブルなど消
費生活問題の解決への糸口を見出すことができた。また、悪質商法や特殊詐欺の手口による被害の未然防
止及び被害拡大の抑制に資することを目的として、出前講座を随時実施するとともに、市ホームページや
コミュニティＦＭ等により市民へ情報提供し、注意喚起するなど啓発活動に注力し、市民の意識醸成を図
った。

今後も寄せられた相談に対しあっせんや助言を行い、契約トラブルなど消費生活問題の解決への糸口を見
出すとともに、悪質商法や特殊詐欺の手口による被害の未然防止及び被害拡大の抑制に資することを目的
として啓発活動に注力し、市民の意識醸成を図るため、引き続き事業を継続する。



平成31年度
【事後評価】

会計 款

目的

対象

成果指標

活動指標

項

意図

目 事業コード 事業名

事業
概要

市民参画の
有無

市民協働の形態 共催 後援・協賛

日常生活の悩みや高度な法的見解等を要する問題を抱えた市民

市民が抱える法的問題等の解決を支援するため、弁護士等の専門家による相談会を開設する。

専門家相談会(弁護士、司法書士、行政書士、多重債務、市
民生活)開催回数

事務事業評価シート
成果指標の達成度の要因分析（成果指標を設定しない場合は、その理由を記載）

公共関与の妥当性

成果の向上余地

事業費・人件費の削減余地

受益と負担の適正化余地

目
的
妥
当
性

有
効
性

効
率
性

公
平
性

総
合
評
価

今
年
度
の
振
り
返
り

次
年
度
に
向
け
て

総合
計画

分野 政策

施策

実行委員会・協議会 補助・助成 委託事業協力・協定
単位

計画

H31H30 R02

事務事業評価シート専門家相談会開設事業費

区分

実績

実績

計画

実績

計画

実績

目標

実績

目標

実績

目標

区分単位

1

2

3

1

2

3

成果指標の達成度 目標値より高い 概ね目標値どおり 目標値より低い

01 02 01 11 124460 専門家相談会開設事業費

暮らし 日常生活の安全確保

生活相談の充実

専門家による助言や教示により悩みや問題解決へ道筋をつけること

○専門家相談会の開設 1,237千円
弁護士、司法書士等による無料法律相談会
人権擁護委員等による市民生活相談会
消費者信用生活協同組合による消費者救済資金貸付相談会

○消費者救済資金貸付金預託金 29,000千円
債務の整理等に要する資金貸付のための預託

○人権擁護団体及び犯罪被害者支援団体への支援 223千円
花巻人権擁護委員協議会及びいわて被害者支援センター

無し

02 04

01

H30 H31 R02

回
111.00 111.00

85.0090.00

専門家相談会(弁護士、司法書士、行政書士、多重債務、市
民生活)相談件数 件

270.00

249.00

270.00

225.00

○

新型コロナウイルス感染症の影響により、3月に予定していた専門家相談会を中止したことにより、相談件数が減
少した。（約30件）
日常生活を送る中で発生する悩みや高度な法的見解等を要する問題を抱えた市民に対して広く門戸を開き、専門
家による助言や教示により市民各々の問題解決へ道筋を見出すことができた。

○ 妥当である
見直し余地がある
妥当でない

向上余地がある○
向上余地がない

事業費の削減余地がある
人件費の削減余地がある

○ どちらも削減余地がない

受益機会の見直し余地がある
費用負担の見直し余地がある

○ 適正である

市民が日常生活の悩みや問題を解決するにあたり、行政としてその支援を
する必要がある。

専門家による相談会を持続することにより、高度な法的助言を必要とする
多くの市民の悩みや問題解決への道筋をつけることができる。

市民の相談の機会を確保するため、これ以上の削減はできない。

専門家相談会の対象者は全ての市民であり、受益の機会は均等である。ま
た、相談者に負担額はなく費用負担の見直しの余地はない。

市民が抱える高度な法的知識を必要とする諸問題に対して、法律の専門家との相談を通じて適切な判断が
なされることにより、より良い解決までの道筋を立てることができた。

今後も市民が抱える高度な法的知識を必要とする諸問題に対して、法律の専門家との相談を通じて適切な
判断がなされることにより、より良い解決までの道筋を立てることができるため、引き続き事業を継続す
る。


